
Ⅳ．変圧器の接地
　１．接地工事の種類　（電気設備技術基準 解釈第１９条の抜粋）

接地工事の種類 接　地　抵　抗　値

Ａ種接地工事  １０Ω以下

Ｂ種接地工事

　変圧器の高圧側又は特別高圧側の電路の１線地絡電流のアンペア数で１５０ （変圧器の高圧側の
　電路又は使用電圧が３５０００Ｖ以下の特別高圧側の電路と低圧側の電路との混触により低圧電路
　の対地電圧が１５０Ｖを超えた場合に、１秒を超え２秒以内に自動的に高圧側の電路又は使用電圧
　が３５０００Ｖ以下の特別高圧側の電路を遮断する装置を設けるときは３００，１秒以内に自動的に高
　圧側の電路又は使用電圧が３５０００Ｖ以下の特別高圧側の電路を遮断する装置を設けるときは
　６００） を除した値に等しいオーム数以下

Ｃ種接地工事
　１０Ω以下（低圧電路において、当該電路に地気を生じた場合に０．５秒以内に自動的に電路を
　遮断する装置を施設するときは、５００Ω以下）

Ｄ種接地工事

　１００Ω以下（低圧電路において、当該電路に地気を生じた場合に０．５秒以内に自動的に電路を
　遮断する装置を施設するときは、５００Ω以下）

　　　　備考．　接地工事の名称は、平成９年の改正により、次のとおり変更された。

　　　　　　　　第１種接地工事　　　→　　Ａ種接地工事

　　　　　　　　第２種接地工事　　　→　　Ｂ種接地工事

　　　　　　　　特別第３種接地工事　→　　Ｃ種接地工事

　　　　　　　　第３種接地工事　　　→　　Ｄ種接地工事

　２．接地線の太さ

（電気設備技術基準 解釈第２０条の抜粋）

接地工事の種類 接　地　線　の　太　さ

Ａ種接地工事 　引張強さ１．０４ｋＮ以上の金属線又は直径２．６mm以上の軟銅線

Ｂ種接地工事
　引張強さ２．４６ｋＮ以上の金属線又は直径４mm以上の軟銅線 （高圧電路又は解釈第１３３条
　に規定する特別高圧架空電線路の電路と低圧電路とを変圧器により結合する場合は、引張強さ
　１．０４ｋＮ以上の金属線又は直径２．６mm以上の軟銅線）

Ｃ種接地工事
及び
Ｄ種接地工事

　引張強さ０．３９ｋＮ以上の金属線又は直径１．６mm以上の軟銅線

　　　　注意 ： 最新版の電気設備技術基準を確認願います。
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100V級 200V級 400V,500V級 銅 アルミ

　  5kVAまで 　 10kVAまで 　 20kVAまで 　 2.6mm以上 　 3.2mm以上

　 10kVAまで 　 20kVAまで 　 40kVAまで 　 3.2mm以上 　 14  mm
２
以上

　 20kVAまで 　 40kVAまで 　 75kVAまで 　 14  mm
２
以上 　 22  mm

２
以上

　 40kVAまで 　 75kVAまで 　150kVAまで 　 22  mm
２
以上 　 38  mm

２
以上

　 60kVAまで 　125kVAまで 　250kVAまで 　 38  mm
２
以上 　 60  mm

２
以上

　 75kVAまで 　150kVAまで 　300kVAまで 　 60  mm
２
以上 　 80  mm

２
以上

　100kVAまで 　200kVAまで 　400kVAまで 　 80  mm
２
以上 　100  mm

２
以上

　175kVAまで 　350kVAまで 　700kVAまで 　100  mm
２
以上 　125  mm

２
以上

備考１．　変圧器一相分の容量がこの表の値を超える場合、次の式で求めた断面積以上の銅線を使用する。

　　　　　　　　Ａ　＝　０．０５２ Ｉｎ Ａ　：銅線の断面積［mm
２
］

Ｉｎ  ：電源側過電流遮断器の定格電流[A]

　　　２．　変圧器一相分の容量 とは、次の値をいう。

　　　　(1) 三相変圧器の場合は、定格容量の１／３をいう。

　　　　(2) 単相変圧器同容量のΔ結線又はＹ結線の場合は、単相変圧器１台分の定格容量をいう。

　　　　(3) 単相変圧器Ｖ結線の場合

　　　　　イ．　同容量のＶ結線の場合は、単相変圧器1台分の定格容量をいう。

　　　　　ロ．　異容量のＶ結線の場合は、大きい容量の単相変圧器の定格容量をいう。

　　　３．　複数の変圧器で並行運転する場合の 変圧器一相分の容量 は、各変圧器に対する 備考２．の容量の合計値

　　　　　　とする。

　　　４．　低圧側が多線式の場合は、その最大使用電圧で適用すること。例えば、単相三線式２１０－１０５Ｖの場合は

　　　　　　２００Ｖ級を適用する。

　３．高圧又は特別高圧と低圧の混触による危険防止施設　（電気設備技術基準 解釈第２４条の抜粋）

　　　高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器の低圧側の中性点には、Ｂ種接地工事を施すこと。ただし、

　　低圧電路の使用電圧が３００Ｖ以下の場合において、当該接地工事を変圧器の中性点に施しがたいときは、低圧側の

　　１端子に施すことができる。

　４．混触防止板の接地　

　　　混触防止板に施す接地工事の種類は、Ｂ種接地工事とする。　　（電気設備技術基準 解釈第２４条による）

　　　変圧器のケース（＝機械器具の外箱）は、Ａ種接地工事とする。　（電気設備技術基準 解釈第２４条による）

　　　以上から、混触防止板が変圧器のケース内で接続されている場合、ケースの接地工事は、両者を満足するよう

　　　内線規程 ＪＥＡＣ ８００１-2000 の１３５０－１２ 接地工事の兼用 により、接地抵抗値の低い方の工事を行う。

　５．機械器具の鉄台及び外箱の接地　（電気設備技術基準 解釈第２９条の抜粋）

　３００Ｖ以下の低圧用のもの

　３００Ｖを超える低圧用のもの

Ｂ種接地工事の接地線の太さ （内線規程 ＪＥＡＣ ８００１-2000）

接地線の太さ変圧器一相分の容量

　高圧用のもの 又は 特別高圧用のもの

機械器具の区分 接地工事

Ｄ種接地工事

Ｃ種接地工事

Ａ種接地工事
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